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第４章 地区施設の計画 

１ 施設整備の方針 

（１）道路 

まちづくり計画では、対象区域の土地利用の現状などを踏まえ、地区の骨格として期待される道路

や、生活環境の向上に資する道路など、地区計画を定める際に「地区施設」への位置付けを検討する

必要がある道路について、あらかじめ配置や幅員などを定めます。 

 

【地区施設に位置付けることのねらい】 

今後、地区計画が決定されると、地区計画に「地区施設」として位置付けられた道路の範囲内では

建築ができなくなることから、結果的に地区施設の位置に空間が創出され、地区の道路の実現が近づ

くことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

前述のとおり、原則、幅員 4ｍ以上の道路から直線距離で 30ｍを越える範囲は地区計画の区域に含

めませんが、奥まった敷地にも接道するための道路を「地区施設」に位置付けた場合は、30ｍを超え

る範囲についても地区計画の区域に含めることができるようになります。 

こうしたことから、地区計画の検討にあたっては、まちづくり計画に位置付けられた道路だけでな

く、土地利用を図ろうとする敷地と道路の関係を具体的に検討し、必要な道路を「地区施設」として

位置付ける必要があります。 

 

【地区計画に道路を位置づけようとする際の注意点】 

・道路の計画に当っては、住民の安全・安心の観点から、緊急車両の通行、児童の通学や災害時の避

難などを考慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

６ｍ 

<停車> 

４ｍ 

<停車> 

幅員４ｍの道路では、小型自動車

どうしの場合、片方が停車すれば

すり抜けられます。 

幅員６ｍの道路では、普通自動車どう

しでも、片方が停車すればすり抜けら

れます。 

地区施設に位置づけた道路 
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参考 計画の対象区域にある指定緊急避難場所 一覧 （2024.1.28 時点） 

名 称 所在地 避難場所 
対応する災害種別 

洪水 土砂 高潮 地震 

石内南中央公園 石内南四丁目1番 公園 ― ― ― ○ 

石内小学校 五日市町大字石内3276  体育館、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ― ― ― ○ 

石内小学校 五日市町大字石内3276  体育館、教室 ○ ― ○ ― 

石内公民館 五日市町大字石内3289-1 大集会室、和室 ○ ○ ○ ― 

石内保育園 五日市町大字石内4134-2  保育室 ○ ○ ○ ― 

石内福祉センター 石内南一丁目5-1 ホール、和室 ○ ○ ○ ― 

（広島市ホームページより抜粋） 

 

 
 

 

 
 
 
【道路用地を確保・整備する際に注意すること】 

・まちづくり計画に位置づける道路は、あくまでも、地区の中で必要と考えられる道路を記載したも

のであり、広島市が公共事業として土地買収及び道路整備することを前提にしたものではありませ

ん。地区計画を提案する際、開発や建築を行う際には、広島市と調整を図りながら、計画・整備す

る必要があります。 

・広島市が、市道の拡幅などにおいて、生活道路（幅員４ｍ）として整備する場合、原則、土地は寄

付が前提とされており、地区施設の位置の検討にあたっては、寄付の負担が特定の土地所有者等に

偏らないよう、留意する必要があります。 

・なお、道路の受益者が沿道の土地所有者等だけでなく、より広い範囲の人が該当するとして、広島

市が主要生活道路（幅員６ｍ以上）として整備する場合は、４ｍを超える部分の敷地については、

市が買収することとなります。 

・石内まちづくり協議会では、まちづくり計画で主要生活道路と位置づけたものは、広島市に対して

も、主要生活道路に位置づけられるよう要望し、整備に際しては市に対し関係する土地の買収を働

きかけることにします。また、土地所有者等の合意が得られ、市で整備することが適当と考えられ

る道路（市道等で主要生活道路や生活道路など）については、市に対し整備を要望することにしま

す。 

・地域住民の生活環境の向上のため、道路整備に合わせて公共下水道の整備を要望することにします。 

 

（２）公園 

市街化の状況や住民ニーズなどを踏まえながら、中長期的な観点から、街区公園等の計画を検討し

ます。土地の確保の方法を検討するとともに、土地の確保の目途がついた場合は、市による整備を働

きかけます。 
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